
適格消費者団体とは？  

 

適格消費者団体とは、消費者全体の利益擁護のために差止請求権を適切に行

使することができる適格性を備えた消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受け

たものです。（消費者契約法第２条第４項） 

認定を受けるためには、以下のような適格要件を満たしている必要があります。 

また、認定後は、内閣総理大臣による監督を受け、所定の情報公開措置が求めら

れます。 

 
※主な適格要件 

○特定非営利活動法人又は民法 34 条に規定する法人であること 

  ○不特定多数の消費者の利益擁護のための活動を主たる目的とし、その活動

を相当期間継続して適正に行っていること 

  ○体制及び業務規程が適切に整備されていること 

  ○理事会の構成及び決定方法が適正であること 

  ○消費生活の専門家及び法律の専門家が共に確保されていること 

  ○経理的基礎を有すること  等 

    

 

（消費者庁ホームページより抜粋） 


